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2 個人申請（申請フロー）

貸金業務取扱主任者登録簿に主任者の登録がなされると、登録日と登録番号を記載した「貸金業務取扱
主任者の登録完了通知」を申請書記載の住所宛（居所を申請している方は居所宛）に発送（簡易書留郵
便）いたします。
登録の拒否要件に該当し、主任者の登録ができない場合は、登録拒否の理由を記した「貸金業務取扱主
任者の登録拒否通知」を申請書記載の住所宛（居所を申請している方は居所宛）に発送（簡易書留郵便）
いたします。

・主任者登録の申請に必要な書類の準備を行います。　
・綴込みの銀行振込依頼書で銀行窓口から登録手数料
　（3,150円、非課税）をお振込みください。
・綴込みの「登録申請書類チェックシート」を使用して、申請書類に不備がないことを確認してください。
　必要書類の不備や、所定の記入方法と異なる場合は、申請を受理できません。特に署名押印漏れには
ご注意ください。

　不備事項があった場合は、補正事項を指摘の上、必要書類を再提出していただきます。
 申請書類の不備による登録事務の遅延の責任は協会では一切負えませんので、十分にご注意ください。

申請書類をすべて揃え「登録申請書類チェックシート」を表紙にし、下図の通りホッチキス留めし、手
引きに綴込みの「登録申請用封筒」に封入し、郵便局窓口にて、簡易書留郵便で下記申請受付窓口宛に
送付してください。

チェックシートの順番通りに並べてください。

申請受付窓口住所：〒135-0042  東京都江東区木場2-17-13　日本貸金業協会　主任者登録事務センター

※申請書類未着については、当協会では一切責任を負えませんので、登録申請者本人が後日直接郵便局
に事実確認できるように、必ず簡易書留郵便で郵送してください。

※上記申請受付窓口、協会本部および支部への持参は一切受付けいたしません。
※所定の提出方法と異なる場合は、申請を受理できませんので、十分にご注意ください。
※登録申請者各人で封筒を用意する場合は、封筒表面に「登録申請書類在中」と朱書きで明記してくだ
さい。

・申請の受理
　申請の受付時に、必要書類の不備、記載漏れ、押印漏れ等の不備事項がないことを確認し、申請を受
理します。

　不備事項があり、申請を受理できない場合は、補正事項を指摘の上、必要書類を再提出していただき
ます。

　申請の受理後は、登録手数料および申請書類は理由のいかんにかかわらず返還いたしません。

貸金業法第24条の27第１項に該当するか否か、行政庁への照会等により審査を行います。いずれか１
項目でも該当する場合は、主任者として登録することはできません。　

【個人申請について】　登録申請者が単独で申請する方法です。
【個人申請に際しての注意点】
一旦、「個人扱い」で行われた申請を、途中から「団体扱い」に変更することはできません。また、その逆もで
きません。 
申請の受理から登録完了まで約２ヵ月を要します。（登録の拒否要件の審査の状況により、２ヵ月を超える場合
があります。）登録行政庁への届出等に関係する方は、適切な申請のスケジュール管理を行ってください。
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「申請書類一覧」参照次ページ 10 P

「登録手数料」参照次ページ 10 P

参照居所については 35 P

「申請の受付と受理」参照25 P

「登録申請書類チェックシート」参照23 P

「登録の拒否要件」参照５ P

「注意事項」参照25 P
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【申請書類一覧（個人申請のとき）】

申請書類
登録申請者

作成・取得場所
協会HP
ダウン
ロード

参照
ページ日本国籍を

有する者
外国籍
の者

1 貸金業務取扱主任者登録申請書 ◎ ◎

手引き
に綴込

①必要事項を記入し、署名押印
②６ヵ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦３㎝、横2.4㎝の写真を貼付
③下記８の払込受付証明書を申請書の所定欄に貼付

可
（PDF) 19ページ

2 履歴書 ◎ ◎ 必要事項を記入し、署名押印 可
（PDF) 20ページ

3 誓約書 ◎ ◎ 日付を記入し、署名押印 可
（PDF) 20ページ

4 登記されていないことの証明書（発行日から３ヵ月以内のもの） ◎ ◎

窓口申請 東京法務局民事行政部後見登録課、各法務局・地方法務局戸籍課 －

21ページ
郵送申請 東京法務局民事行政部後見登録課 －

5 身分証明書（発行日から３ヵ月以内のもの） ◎ －

窓口申請

本籍地の市区町村役場 － 21ページ
郵送申請

6 住民票の抄本（発行日から３ヵ月以内のもの） ◎ －

窓口申請

住所地の市区町村役場 － 22ページ
郵送申請

7 外国人登録原票の記載事項証明書（発行日から３ヵ月以内のもの） － ◎ 窓口申請 居住地の市区町村役場 － 23ページ

8 払込受付証明書 ◎ ◎ 手引き
に綴込

綴込みの「銀行振込依頼書」で、銀行窓口から電信扱いにて振込み後、「A払込受付
証明書」を申請書の所定欄に貼付 不可 －

9
登録講習の修了証明書の写し
（申請日の前６ヵ月以内に行われた
もの）

○ ○
資格試験の合格日が、登録申請日（消印有効）から10ヵ月以内（※）である場合は不要です。
登録講習を受講し、課程を修了した方に交付されます。
※団体申請の場合と期間が異なります。

－ ６ページ
23ページ

10 登録申請書類チェックシート ◎ ◎ 手引き
に綴込 申請書類がすべて揃っていることを確認し、署名してください。 可

（PDF) 23ページ

◆登録申請者の氏名が、登録講習の修了証明書に記載の氏名から変更がある場合（登録講習の免除の方は、資格試験の合格証書に記載の氏名から変更がある場合）は、以下の
書類が必要になります。

11 戸籍抄本（発行日から３ヵ月以内のもの） ○ －

窓口申請

本籍地の市区町村役場（変更前と変更後の氏名が記載されているものに限ります。） － 24ページ
郵送申請

※【表中記号について】「◎」→必須書類、「○」→条件に該当する場合のみ必要な書類、「網掛けの書類（４. ５. ６. ７および11）」は官公署発行の書類

【登録手数料】
3,150円（非課税）
受領した登録手数料は、申請受理後は、理由のいかんにかかわらず返還いたしません。

・この手引きに綴込みの「銀行振込依頼書」に必要事項を記入し、銀行窓口から電信扱いで振込みしてください。
・銀行の受付印等が付された「A払込受付証明書」原本を登録申請書の所定の場所に貼付してください。（コピー不可）その際、
剥がれおちないようにしっかりと全面のり付けしてください。
・郵便局からの振込みおよび銀行等のATMからの振込みはできませんので、必ず所定の用紙を使用し、銀行窓口から振込み
を行ってください。
・振込みの際の、振込手数料は登録申請者負担となります。
・払込受付証明書原本の貼付の確認ができないとき、または入金の確認ができないときは申請の受理ができませんのでご注意
ください。
・振込人名義は登録申請者本人としてください。

申請の受理後は、理由のいかんにかかわらず申請の取消しはできません。
申請が受理されず申請を取消す場合は、申請者に申請書類と登録手数料を返還いたします。この場合、登録手数料については、
申請書類返還に伴う郵送費（簡易書留郵便）、および登録手数料返還に伴う振込手数料を除いた金額を返還いたします。
返還する際は、所定の手続きが必要となり、返還までに相当の日数がかかりますので予めご了承ください。
申請書類に不備があり、その不備の補正に３週間以上かかる場合も、申請の取消しを行い、上記の通り申請書類と登録手数料
を返還いたします。

【申請の取消しについて】


